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　昭和57年度における宇宙開発関係；
・、一o費の見積り方針（案〉

昭和56年8丹tg研
宇宙開発委員会決定

ぞ．・1σ　　・、・

　　・嫡匿塩叫：

　昭和57年度における宇宙開発関係経費の見積り・は、・下，

記の方針に基づいて行う’ X◎

1．　開　　発

（1）我が国の気象業務の改善及び気象衛星に関する技術の開発を㌧

　　目的とする静止気象醒陽（GMS二ろ）を紹矛・59年恥
　　に打ち上げることを目標に開発を行う。㌦、

（2）　開発の進捗状況に鑑み・そめ万全を期するため＼海津観測

（3）静止気象衛星3号（GMS」5’）の打上げ託生ケットに．、各：

　種人工衛星打上げ用予備機とレて営業を進誇ている：N－Irロケ．＿

　　ツト6雅を当て・海洋観測衛星得てMds：71）め打上研
　用ロケットとして開発を進めて阿るN一血Pグツポ7号機を2・，

　旧式から3段式に変更して予備機に当で、そ船それ開発を進め

　るとともに、海洋観測衛星1号（MOS」1）を打ち上げるた涌

　めN－nロケット9号機（2段式〉の開発を行う。　　　．．

（4）重量約550κ9の静止衛星打上げ能力を有するR－1ロケツ

　　ト開発の環として・昭和6・鞭準1瑚概Hrl・グ
　．ツト（2段式！試験機の開発を行う。

　　また、この試験機に搭載するペイロードに、測地衛星イ暑（G

　　S－1）の開発研究の成果を活かして、測地実験に供しうる機

　能を付与する。’
（5）　ハレー彗星観測のi充実を図るため、第10号科学．衛星L’（P：L．

5

　　　　　　　　　　　　　　　　一匹亘’5；戸⑮

（6）第190号科学衛星（PL：AN・：ET－A）の打上げ目標年度の

獅領し｝・第1得科学解（A．S．TR9≒’G）の打車げ「，

　（1）　能動型観測技術の確立を図るとともに誌資源探査を主目的

　　に、国土調査、農林漁業、環境保全、防災、沿岸域監視等の・

．襯酬うζとを目的とする二三三三駅HS－11●・．

　　を、H一』1・ロケット（2段式）により打ち上げることを目標

　　に閉発研究を行う。

　　　特に、合成開臼レーダその他のセンサーについては、積極

　　的に研究を進める。．

（2）　｝逝信衛星2号（．OS－2）に・よる通信サービスを継続し、，

　　また贈六か∫づ多靴穿る，通儲要に対処するζともに樋

　　信纏に関す徽御忌雛めることを賄とす回忌

　　星5号（GS－3）について、静止軌道に打ち上げることを

　　臼纏に開発研究を行う。

　　　｝kた、打上げ機として・’H－1ロケットを使用することを

　　塾本として衛星の譜元の検討を進める。

（3）ズ．心神ヤトルに我が国あ三三技儲が搭乗し、宇宙空

　　間の特性を利用した材料実験等の各種宇宙実験を行うことを

　　目的とする第一次材料’実験（FMl～T）についそ、実験シス

　　テム及び徽上殿1肋醗lill究を行うとともに諮騨学

　技術者の謎成のための1割llを行づ。
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驕D　施設の整備　　　　’．　　’　1　　　　’層．

　　　H「1ロケツ・トの打上げ弔射点を新たに建設回るため・そ

　Q基本設計等を行う。

4．冒その他の施策　　’　　　星　”　　　　　　＼、

　　人工衛星技術の開発に回するとともに・実利用に供するこ．

　とを目的とする人工鯉の打キげ鰍により生ずる人工醒・

　の利用者機関の損害に対し国として適切な救済措置を講ずる。・

　5．　その他

　（1）　M－5Sロケットの第2段及び第5段モータの改良、第●

　　　1段補助ロケットの変更等を行うM－3S改1ロケットは～

　　今後、M－3S三口・ケットと名称を変更して開発を進める。’

　（2）上記t～4・及び5・の（1）以外については・「宇寧開発計画」

　　　（昭和56年5月18日決定）を推進する。
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